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移動式粉末消火設備等の点検に係る留意事項について 

 

 時下、ますますご清栄のことと、お慶び申し上げます。 

 平素、当協会の事業運営等にご理解とご協力を戴き、厚くお礼申し上げます。 

 さて、標記のことにつきましては、既にご承知のとおり、平成２８年３月３１日付 

消防予第１０４号にて消防庁予防課長から、「 消防用設備等の試験基準及び点検要領 

の一部改正について」の通知があり、その中で、移動式粉末消火設備の容器弁バルブ 

類の開放点検が定められたところです。 

 そこで、今般 当該容器弁バルブの開放点検に係る留意事項が、総務省消防庁から 

（一財）日本消防設備安全センターを介して、留意事項等の周知依頼がありましたの 

で、お知らせいたします。 

 各点検実務者におかれましては、別添資料をご確認戴きますとともに、保守点検時 

に事故等が発生しないよう、改めてお願い申し上げます。 

 








